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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
網膜の垂直方向の動脈壁厚、及び網膜の垂直方向の静脈壁厚のいずれかの値であり、光干
渉断層計を用いて測定され、かつ、血管の外径及び内径を用いて算出される血管情報を受
け付ける血管情報受付部と、
血管情報と、年齢との関係を示す血管年齢関係情報が記憶される記憶部と、
前記記憶部で記憶されている血管年齢関係情報を用いて、前記血管情報受付部が受け付け
た血管情報に応じた年齢である血管年齢を取得する取得部と、
前記取得部が取得した血管年齢を出力する血管年齢出力部と、を備えた血管年齢出力装置
。
【請求項２】
被験者の実年齢を受け付ける実年齢受付部と、
前記血管年齢出力部が出力した血管年齢と、前記実年齢受付部が受け付けた実年齢とを用
いて、両年齢を引数とし、両年齢の乖離が大きくなるほど値が大きくなる関数の値を算出
する関数値算出部と、
前記関数値算出部の算出した関数の値を出力する関数値出力部と、をさらに備えた、請求
項１記載の血管年齢出力装置。
【請求項３】
前記関数は、前記血管年齢出力部が出力した血管年齢から、前記実年齢受付部が受け付け
た実年齢を減算した年齢差が大きくなるほど値が大きくなる関数である、請求項２記載の
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血管年齢出力装置。
【請求項４】
光干渉断層計により取得された、網膜の血管の断面像が記憶される画像記憶部と、
前記画像記憶部で記憶されている断面像を用いて、血管情報を取得する血管情報取得部と
、をさらに備え、
前記血管情報受付部は、前記血管情報取得部が取得した血管情報を受け付ける、請求項１
から請求項３のいずれか記載の血管年齢出力装置。
【請求項５】
前記血管情報は、網膜の垂直方向の動脈の壁厚である、請求項１から請求項４のいずれか
記載の血管年齢出力装置。
【請求項６】
前記血管情報は、２以上の測定値の平均値である、請求項１から請求項５のいずれか記載
の血管年齢出力装置。
【請求項７】
血管情報受付部と、網膜の垂直方向の動脈壁厚、及び網膜の垂直方向の静脈壁厚のいずれ
かの値であり、光干渉断層計を用いて測定され、かつ、血管の外径及び内径を用いて算出
される血管情報と、年齢との関係を示す血管年齢関係情報が記憶される記憶部と、取得部
と、血管年齢出力部とを用いて処理される血管年齢出力方法であって、
前記血管情報受付部が、血管情報を受け付ける血管情報受付ステップと、
前記取得部が、前記記憶部で記憶されている血管年齢関係情報を用いて、前記血管情報受
付ステップで受け付けた血管情報に応じた年齢である血管年齢を取得する取得ステップと
、
前記血管年齢出力部が、前記取得ステップで取得した血管年齢を出力する血管年齢出力ス
テップと、を備えた血管年齢出力方法。
【請求項８】
網膜の垂直方向の動脈壁厚、及び網膜の垂直方向の静脈壁厚のいずれかの値であり、光干
渉断層計を用いて測定され、かつ、血管の外径及び内径を用いて算出される血管情報と、
年齢との関係を示す血管年齢関係情報が記憶される記憶部にアクセス可能なコンピュータ
を、
血管情報を受け付ける血管情報受付部、
前記記憶部で記憶されている血管年齢関係情報を用いて、前記血管情報受付部が受け付け
た血管情報に応じた年齢である血管年齢を取得する取得部、
前記取得部が取得した血管年齢を出力する血管年齢出力部として機能させるためのプログ
ラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、網膜の血管に関する情報に応じて血管年齢を出力する血管年齢出力装置等に
関する。
【背景技術】
【０００２】
　眼底は、血管を直接観察することのできる場所である。したがって、以前から、眼底画
像を用いた診断等が行われている。例えば、特許文献１には、眼底画像の血管の血管径を
精度よく決定し、高血圧症などの疾病の診断に有用な情報を提供することなどが記載され
ている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００７－９７６３４号公報
【発明の概要】
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【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　眼底画像から得ることができるのは網膜に平行な方向に関する情報だけであり、網膜の
垂直方向に関する情報を得ることはできなかった。一方、近年、光干渉断層計（ＯＣＴ：
Ｏｐｔｉｃａｌ　Ｃｏｈｅｒｅｎｃｅ　Ｔｏｍｏｇｒａｐｈｙ）が用いられるようになっ
てきている。その光干渉断層計を用いることによって、網膜の垂直方向の断面像を得るこ
とができ、例えば、加齢黄斑変性の診断等を行うことができる。しかしながら、その網膜
血管の断面から得られる情報が充分に活用されているとは言い難く、さらなる活用が望ま
れていた。
【０００５】
　本発明は、上記事情に応じてなされたものであり、網膜の垂直方向の情報を有効に利用
することができる装置等を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記目的を達成するため、本発明による血管年齢出力装置は、網膜の垂直方向の動脈外
径、網膜の垂直方向の動脈壁厚、及び網膜の垂直方向の静脈壁厚のいずれかの値である血
管情報を受け付ける血管情報受付部と、血管情報と、年齢との関係を示す血管年齢関係情
報が記憶される記憶部と、記憶部で記憶されている血管年齢関係情報を用いて、血管情報
受付部が受け付けた血管情報に応じた年齢である血管年齢を取得する取得部と、取得部が
取得した血管年齢を出力する血管年齢出力部と、を備えたものである。
　このような構成により、網膜の垂直方向の動脈外径や動脈壁厚、または静脈壁厚という
網膜の垂直方向の情報を用いて、被験者の血管年齢を取得し、出力することができる。そ
して、その血管年齢を、例えば、疾病の診断等に用いることができうる。
【０００７】
　また、本発明による血管年齢出力装置では、血管情報受付部が受け付ける血管情報は、
光干渉断層計を用いて測定されたものであってもよい。
【０００８】
　また、本発明による血管年齢出力装置では、被験者の実年齢を受け付ける実年齢受付部
と、血管年齢出力部が出力した血管年齢と、実年齢受付部が受け付けた実年齢とを用いて
、両年齢を引数とし、両年齢の乖離が大きくなるほど値が大きくなる関数の値を算出する
関数値算出部と、関数値算出部の算出した関数の値を出力する関数値出力部と、をさらに
備えてもよい。
　このような構成により、血管年齢と実年齢との乖離の程度を知ることができるようにな
る。例えば、その関数の値を用いて、疾病等の重症度等を知ることができるようになる。
【０００９】
　また、本発明による血管年齢出力装置では、関数は、血管年齢出力部が出力した血管年
齢から、実年齢受付部が受け付けた実年齢を減算した年齢差が大きくなるほど値が大きく
なる関数であってもよい。
　このような構成により、血管年齢と実年齢との年齢差を用いて関数の値を算出すること
ができる。
【００１０】
　また、本発明による血管年齢出力装置では、光干渉断層計により取得された、網膜の血
管の断面像が記憶される画像記憶部と、画像記憶部で記憶されている断面像を用いて、血
管情報を取得する血管情報取得部と、をさらに備え、血管情報受付部は、血管情報取得部
が取得した血管情報を受け付けてもよい。
　このような構成により、網膜の断面像から、血管情報を自動的に取得することができ、
ユーザの利便性が向上される。
【００１１】
　また、本発明による血管年齢出力装置では、血管情報取得部は、画像記憶部で記憶され
ている断面像について、網膜に垂直な方向の反射強度の変化が、血管であることを示す条
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件をみたすかどうかの判断を、光干渉断層計によるスキャン方向に沿って順次行い、その
条件をみたす領域である血管領域において、血管の外径・内径を測定してもよい。また、
血管情報取得部は、血管であることを示す条件をみたす領域の血管壁の反射強度や壁厚を
用いて、動脈と静脈とを区別し、血管情報を取得してもよい。
【００１２】
　また、本発明による血管年齢出力装置では、血管情報は、網膜の垂直方向の動脈または
静脈の壁厚であり、壁厚は、血管の外径及び内径を用いて算出されてもよい。
　このような構成により、壁厚を直接測定する場合と比較して、より精度の高い壁厚の取
得が可能になる。
【００１３】
　また、本発明による血管年齢出力装置では、血管情報は、２以上の測定値の平均値であ
ってもよい。
　このような構成により、より精度の高い血管年齢の取得が可能になる。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明による血管年齢出力装置等によれば、網膜の垂直方向の血管に関する情報を用い
て、血管年齢を知ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】本発明の実施の形態１による血管年齢出力装置の構成を示すブロック図
【図２】同実施の形態による血管年齢出力装置の動作を示すフローチャート
【図３Ａ】同実施の形態における眼底画像の一例を示す図
【図３Ｂ】同実施の形態における光干渉断層計で取得された断面像の一例を示す図
【図３Ｃ】同実施の形態における拡大された断面像の一例を示す図
【図４】同実施の形態における動脈の断面像を示す模式図
【図５】同実施の形態における網膜の垂直方向の反射強度の変化について説明するための
図
【図６Ａ】同実施の形態における年齢と動脈内径との関係に関する測定結果を示す図
【図６Ｂ】同実施の形態における年齢と動脈外径との関係に関する測定結果を示す図
【図６Ｃ】同実施の形態における年齢と動脈壁厚との関係に関する測定結果を示す図
【図６Ｄ】同実施の形態における年齢と静脈内径との関係に関する測定結果を示す図
【図６Ｅ】同実施の形態における年齢と静脈外径との関係に関する測定結果を示す図
【図６Ｆ】同実施の形態における年齢と静脈壁厚との関係に関する測定結果を示す図
【図７】同実施の形態におけるコンピュータシステムの外観一例を示す模式図
【図８】同実施の形態におけるコンピュータシステムの構成の一例を示す図
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　以下、本発明による血管年齢出力装置について、実施の形態を用いて説明する。なお、
以下の実施の形態において、同じ符号を付した構成要素及びステップは同一または相当す
るものであり、再度の説明を省略することがある。
【００１７】
　（実施の形態１）
　本発明の実施の形態１による血管年齢出力装置について、図面を参照しながら説明する
。本実施の形態による血管年齢出力装置は、網膜の垂直方向の血管に関する情報を用いて
、血管年齢を取得し、出力するものである。
【００１８】
　図１は、本実施の形態による血管年齢出力装置１の構成を示すブロック図である。本実
施の形態による血管年齢出力装置１は、画像記憶部１１と、血管情報取得部１２と、血管
情報受付部１３と、記憶部１４と、取得部１５と、血管年齢出力部１６と、血管年齢記憶
部１７と、実年齢受付部１８と、関数値算出部１９と、関数値出力部２０とを備える。
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【００１９】
　画像記憶部１１には、光干渉断層計により取得された断面像が記憶される。その断面像
は、網膜の血管の断面像である。その断面像は、例えば、サークルスキャンによって得ら
れたものであってもよく、または、直線スキャンによって得られたものであってもよい。
本実施の形態では、断面像が視神経乳頭周囲のサークルスキャンによって得られたもので
ある場合について主に説明する。その断面像は、断層画像と呼ばれることもある。また、
その断面像の画像形式は問わない。例えば、断面像は、ＪＰＥＧであってもよく、あるい
は、その他の画像形式であってもよい。
【００２０】
　画像記憶部１１に断面像が記憶される過程は問わない。例えば、記録媒体を介して断面
像が画像記憶部１１で記憶されるようになってもよく、通信回線等を介して送信された断
面像が画像記憶部１１で記憶されるようになってもよく、あるいは、光干渉断層計でスキ
ャンされた断面像が画像記憶部１１で記憶されるようになってもよい。画像記憶部１１で
の記憶は、ＲＡＭ等における一時的な記憶でもよく、あるいは、長期的な記憶でもよい。
画像記憶部１１は、所定の記録媒体（例えば、半導体メモリや磁気ディスク、光ディスク
など）によって実現されうる。
【００２１】
　血管情報取得部１２は、画像記憶部１１で記憶されている断面像を用いて、血管情報を
取得する。血管情報とは、網膜の垂直方向の動脈外径、網膜の垂直方向の動脈壁厚、及び
網膜の垂直方向の静脈壁厚のいずれかの値である。垂直方向とは、網膜に対して垂直な方
向のことであり、光干渉断層計によって得られる断面像の方向のことである。したがって
、その垂直方向は、網膜に対して厳密に垂直な方向であってもよく、または、光干渉断層
計によって得られる断面像の方向が、網膜に対して厳密に垂直な方向からずれることがで
きる程度に垂直な方向からずれた方向を含んでもよい。血管情報取得部１２が血管情報を
取得する方法については後述する。なお、血管情報で示される値は、複数の値の平均であ
ってもよく、あるいは、そうでなくてもよい。例えば、血管情報は、すべての値の平均で
あってもよく、あるいは、大きい方から順に選択されたＮ個の値の平均であってもよい。
Ｎは、２以上の整数である。また、例えば、血管情報は、鼻側において測定されたＭ１個
の値と、耳側において測定されたＭ２個の値との平均であってもよい。Ｍ１，Ｍ２は、そ
れぞれ１以上の整数であり、例えば、Ｍ１＝Ｍ２＝１であってもよい。また、血管情報が
網膜の動脈または静脈の壁厚である場合に、その壁厚は、血管の外径及び内径を用いて算
出されてもよい。具体的には、壁厚＝（外径－内径）／２と算出されてもよい。
　血管情報受付部１３は、血管情報を受け付ける。その血管情報は、血管情報取得部１２
によって取得されたものである。
【００２２】
　記憶部１４には、血管年齢関係情報が記憶される。その血管年齢関係情報は、血管情報
と、年齢との関係を示す情報である。血管年齢関係情報によって示される血管情報と、年
齢との関係は、眼疾患のない複数の被験者の測定結果から得られたものである。なお、血
管情報と年齢との関係に関する実験結果については後述する。その血管年齢関係情報は、
血管情報から年齢を特定することができる情報であればよい。血管年齢関係情報は、例え
ば、血管情報と年齢とを対応付けるテーブルの情報であってもよく、または、血管情報を
引数とする関数であってもよい。
【００２３】
　なお、記憶部１４に血管年齢関係情報が記憶される過程は問わない。例えば、記録媒体
を介して血管年齢関係情報が記憶部１４で記憶されるようになってもよく、通信回線等を
介して送信された血管年齢関係情報が記憶部１４で記憶されるようになってもよく、ある
いは、入力デバイスを介して入力された血管年齢関係情報が記憶部１４で記憶されるよう
になってもよい。記憶部１４での記憶は、ＲＡＭ等における一時的な記憶でもよく、ある
いは、長期的な記憶でもよい。記憶部１４は、所定の記録媒体（例えば、半導体メモリや
磁気ディスク、光ディスクなど）によって実現されうる。
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【００２４】
　取得部１５は、記憶部１４で記憶されている血管年齢関係情報を用いて、血管情報受付
部１３が受け付けた血管情報に応じた年齢である血管年齢を取得する。この血管年齢は、
例えば、整数であってもよく、あるいは、実数であってもよい。例えば、血管年齢関係情
報が血管情報と年齢とを対応付ける情報である場合には、取得部１５は、血管情報に対応
する年齢を読み出すことによって年齢を取得できる。また、血管年齢関係情報が関数であ
る場合には、取得部１５は、血管情報に対する関数の値を算出することによって年齢を取
得できる。
【００２５】
　血管年齢出力部１６は、取得部１５が取得した血管年齢を出力する。ここで、この出力
は、例えば、表示デバイス（例えば、ＣＲＴや液晶ディスプレイなど）への表示でもよく
、所定の機器への通信回線を介した送信でもよく、プリンタによる印刷でもよく、スピー
カによる音声出力でもよく、記録媒体への蓄積でもよく、他の構成要素への引き渡しでも
よい。本実施の形態では、血管年齢出力部１６が血管年齢を血管年齢記憶部１７に蓄積す
る場合について主に説明する。なお、血管年齢出力部１６は、出力を行うデバイス（例え
ば、表示デバイスやプリンタなど）を含んでもよく、あるいは含まなくてもよい。また、
血管年齢出力部１６は、ハードウェアによって実現されてもよく、あるいは、それらのデ
バイスを駆動するドライバ等のソフトウェアによって実現されてもよい。
【００２６】
　血管年齢記憶部１７には、血管年齢が記憶される。その血管年齢は、血管年齢出力部１
６によって蓄積されたものである。血管年齢記憶部１７での記憶は、ＲＡＭ等における一
時的な記憶でもよく、あるいは、長期的な記憶でもよい。血管年齢記憶部１７は、所定の
記録媒体（例えば、半導体メモリや磁気ディスク、光ディスクなど）によって実現されう
る。
【００２７】
　実年齢受付部１８は、被験者の実年齢を受け付ける。この実年齢は、通常、０以上の整
数であるが、０以上の実数であってもよい。被験者とは、血管年齢記憶部１７に蓄積され
る血管年齢の取得で用いられた血管情報に対応する被験者である。血管情報に対応する被
験者とは、血管情報の取得で用いられた断面像がスキャンされた者のことである。実年齢
受付部１８は、例えば、入力デバイス（例えば、キーボードやマウス、タッチパネルなど
）から入力された実年齢を受け付けてもよく、有線もしくは無線の通信回線を介して送信
された実年齢を受信してもよく、所定の記録媒体（例えば、光ディスクや磁気ディスク、
半導体メモリなど）から読み出された実年齢を受け付けてもよい。なお、実年齢受付部１
８は、受け付けを行うためのデバイス（例えば、モデムやネットワークカードなど）を含
んでもよく、あるいは含まなくてもよい。また、実年齢受付部１８は、ハードウェアによ
って実現されてもよく、あるいは所定のデバイスを駆動するドライバ等のソフトウェアに
よって実現されてもよい。
【００２８】
　関数値算出部１９は、血管年齢出力部１６が出力した血管年齢と、実年齢受付部１８が
受け付けた実年齢とを用いて、両年齢を引数とし、両年齢の乖離が大きくなるほど値が大
きくなる関数の値を算出する。両年齢の乖離が大きくなるほど値が大きくなる関数とは、
例えば、「血管年齢＞実年齢」である場合にのみ両年齢の乖離が大きくなるほど値が大き
くなる関数であってもよく、または、「血管年齢＞実年齢」と、「血管年齢＜実年齢」と
の両方の場合に、両年齢の乖離が大きくなるほど値が大きくなる関数であってもよい。本
実施の形態では、前者の場合について主に説明する。その関数は、血管年齢出力部１６が
出力した血管年齢から、実年齢受付部１８が受け付けた実年齢を減算した年齢差が大きく
なるほど値が大きくなる関数であってもよく、または、血管年齢と実年齢との比が大きく
なるほど値が大きくなる関数であってもよい。血管年齢と実年齢との比とは、例えば、「
血管年齢／実年齢」であってもよく、または、「実年齢／血管年齢」であってもよい。本
実施の形態では、血管年齢から実年齢を減算した年齢差が大きくなるほど値が大きくなる
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関数の値を関数値算出部１９が算出する場合について主に説明する。したがって、実年齢
が血管年齢よりも大きい場合には、年齢差が負の値になるため、血管年齢が実年齢よりも
大きい場合に比べて、その関数の値は小さな値になるものとする。その関数は、被験者の
血管変化に応じた値を算出するための関数である。その血管変化に応じた値は、例えば、
何らかの疾病等の重症度等に応じたものになりうると考えられ得る。
【００２９】
　関数値出力部２０は、関数値算出部１９の算出した関数の値を出力する。ここで、この
出力は、例えば、表示デバイス（例えば、ＣＲＴや液晶ディスプレイなど）への表示でも
よく、所定の機器への通信回線を介した送信でもよく、プリンタによる印刷でもよく、ス
ピーカによる音声出力でもよく、記録媒体への蓄積でもよく、他の構成要素への引き渡し
でもよい。なお、関数値出力部２０は、出力を行うデバイス（例えば、表示デバイスやプ
リンタなど）を含んでもよく、あるいは含まなくてもよい。また、関数値出力部２０は、
ハードウェアによって実現されてもよく、あるいは、それらのデバイスを駆動するドライ
バ等のソフトウェアによって実現されてもよい。
【００３０】
　なお、画像記憶部１１と、記憶部１４と、血管年齢記憶部１７とのうち、任意の２以上
の記憶部は、同一の記録媒体によって実現されてもよく、あるいは、別々の記録媒体によ
って実現されてもよい。前者の場合には、例えば、断面像を記憶している領域が画像記憶
部１１となり、血管年齢関係情報を記憶している領域が記憶部１４となる。
【００３１】
　次に、血管年齢出力装置１が血管情報を取得してから関数値を出力するまでの動作につ
いて図２のフローチャートを用いて説明する。
　（ステップＳ１０１）血管情報取得部１２は、画像記憶部１１で記憶されている断面像
を用いて、血管情報を取得する。
【００３２】
　（ステップＳ１０２）血管情報受付部１３は、血管情報取得部１２が取得した血管情報
を受け付ける。
【００３３】
　（ステップＳ１０３）取得部１５は、記憶部１４で記憶されている血管年齢関係情報を
用いて、血管情報受付部１３が受け付けた血管情報に対応する年齢である血管年齢を取得
する。
【００３４】
　（ステップＳ１０４）血管年齢出力部１６は、取得部１５が取得した血管年齢を出力す
る。本実施の形態では、前述のように、その血管年齢が血管年齢記憶部１７に蓄積される
ものとする。
【００３５】
　（ステップＳ１０５）実年齢受付部１８は、実年齢を受け付けたかどうか判断する。そ
して、実年齢を受け付けた場合には、ステップＳ１０６に進み、そうでない場合には、実
年齢を受け付けるまでステップＳ１０５の処理を繰り返す。なお、実年齢受付部１８が実
年齢を受け付ける前に、実年齢の入力を要求するための出力、例えば、「実年齢を入力し
て下さい」というテキストの表示等が行われてもよい。また、そのような出力がなされた
後、所定の期間が経過しても実年齢が入力されない場合には、タイムアウトであるとして
、一連の処理を終了してもよい。
【００３６】
　（ステップＳ１０６）関数値算出部１９は、血管年齢記憶部１７で記憶されている血管
年齢と、実年齢受付部１８が受け付けた実年齢とを用いて、関数値を算出する。
【００３７】
　（ステップＳ１０７）関数値出力部２０は、関数値算出部１９が算出した関数値を出力
する。この出力によって、被験者や、被験者の診断を行う医師は、血管年齢と実年齢との
乖離の程度を知ることができることになる。そして、関数値を出力するまでの一連の処理
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が終了となる。
【００３８】
　なお、図２のフローチャートにおいて、関数値の算出までに受け付けられるのであれば
、実年齢を受け付けるタイミングは問わない。例えば、ステップＳ１０１の処理を実行す
る前に実年齢を受け付けてもよい。
【００３９】
　次に、断面像から動脈外径や、動脈壁厚、静脈壁厚を測定する方法について説明する。
図３Ａは、眼底画像である。その図３Ａ中の円で示されるように光干渉断層計によるスキ
ャンを行った結果が、図３Ｂで示される断面像である。図３Ｂにおいて、図中の上下方向
が網膜に垂直な方向となる。その図３Ｂにおいて白色の矩形で示される部分を拡大したの
が、図３Ｃの断面像である。図３Ｃにおいて、血管の領域は、網膜に垂直な方向（図３Ｃ
中の上下方向）に沿って、４個の反射強度の高い部分（高輝度の部分）を有している。最
も手前側（すなわち、図中の上側）の反射強度の高い部分と、最も奥側（すなわち、図中
の下側）の反射強度の高い部分とは、血管壁に対応し、それらに挟まれる砂時計状の２個
の反射強度の高い部分は、血液が流れる箇所である。なお、通常、動脈の方が静脈に比べ
て血管壁厚が大きい。したがって、その壁厚の大きさに応じて動脈と静脈とを区別するこ
とができ、図３Ｃで示されるように、動脈について、動脈の外径（ＯＡＤ：Ｏｕｔｅｒ　
Ａｒｔｅｒｉａｌ　Ｄｉａｍｅｔｅｒ）を測定し、動脈の内径（ＩＡＤ：Ｉｎｎｅｒ　Ａ
ｒｔｅｒｉａｌ　Ｄｉａｍｅｔｅｒ）を測定することができる。また、静脈について、静
脈の外径（ＯＶＤ：Ｏｕｔｅｒ　Ｖｅｎｏｕｓ　Ｄｉａｍｅｔｅｒ）を測定し、また、静
脈の内径（ＩＶＤ：Ｉｎｎｅｒ　Ｖｅｎｏｕｓ　Ｄｉａｍｅｔｅｒ）を測定することがで
きる。なお、動脈壁厚及び静脈壁厚は、次式のようにして算出することができる。
　動脈壁厚＝（動脈外径－動脈内径）／２
　静脈壁厚＝（静脈外径－静脈内径）／２
【００４０】
　なお、図３Ｃにおいて、動脈壁厚や静脈壁厚を直接測定してもよいが、通常、血管の壁
厚よりも、外径や内径の方が大きいため、外径と内径を用いて壁厚を算出する方が、誤差
が小さくなり、好適であると考えられる。したがって、本実施の形態では、壁厚を血管の
外径及び内径を用いて算出する場合について主に説明する。
【００４１】
　次に、血管情報取得部１２が、断面像から血管情報を取得する方法について説明する。
血管情報取得部１２は、図３Ｂで示される断面像について、網膜に垂直な方向（図３Ｂの
上下方向）の反射強度の変化が、血管であることを示す条件をみたすかどうかの判断を、
図３Ａのスキャン方向、すなわち、図３Ｂの左右方向に沿って順次、行う。図４は、断面
像における動脈付近を模式的に示す図である。図４において、方向Ｖ１は、網膜に垂直な
方向であり、方向Ｖ２は、サークル方向である。そして、破線で示される線上の反射強度
の変化は、図５で示されるようになる。血管情報取得部１２は、反射強度の変化において
、連続した４個の高反射強度の領域の長さＬ１～Ｌ４を、図５で示されるようにそれぞれ
取得する。そして、その４個の長さが、次の条件１～３をみたすかどうか判断する。そし
て、血管情報取得部１２は、条件１～３をみたす場合には、その位置が血管であると判断
し、みたさない場合には、その位置が血管でないと判断する。
　条件１：｜Ｌ４－Ｌ１｜＜α×Ｌ１
　条件２：｜Ｌ３－Ｌ２｜＜β×Ｌ２
　条件３：Ｌ１×γ＜Ｌ２
　ここで、α、β、γは、それぞれあらかじめ決められたパラメータである。α、βは、
それぞれ０より大きく、１より小さい実数である。また、γは、１より大きい実数である
。
【００４２】
　条件１をみたす場合には、Ｌ１とＬ４とが、α×Ｌ１の誤差の範囲内で一致することに
なる。また、条件２をみたす場合には、Ｌ２とＬ３とが、β×Ｌ２の誤差の範囲内で一致
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することになる。また、条件３をみたす場合には、Ｌ２が、Ｌ１のγ倍よりも大きいこと
になる。α、β、γは、例えば、α＝β＝０．２、γ＝２であってもよく、あるいは、そ
の他の値であってもよい。
【００４３】
　断面像のある位置における網膜に垂直な方向において、５個以上の反射強度の高い領域
が存在した場合には、血管情報取得部１２は、連続する４個の領域の各組について、上記
の条件をみたすかどうかの判断を行う。そして、いずれかの組について条件がみなされた
場合には、血管情報取得部１２は、その位置に血管があると判断する。そして、血管情報
取得部１２は、その血管があると判断された領域である血管領域において、図４で示され
るように、血管外径（ＯＤ）と、血管内径（ＩＤ）とを測定する。なお、それらの値は、
例えば、血管の幅方向（図４の方向Ｖ２）の中央付近で測定することが好適である。そし
て、血管情報取得部１２は、各血管について、（血管外径－血管内径）／２を計算するこ
とによって壁厚を取得する。また、血管情報取得部１２は、取得した壁厚のうち、大きい
方からＫ個の壁厚と、小さい方からＫ個の壁厚とを特定し、それらの２×Ｋ個の壁厚の平
均を算出して、その平均値よりも壁厚の大きい血管を動脈と判断し、その平均値よりも壁
厚の小さい血管を静脈と判断してもよい。なお、Ｋは１以上の整数である。このようにし
て、血管情報取得部１２は、各動脈について、動脈外径や動脈壁厚を取得でき、各静脈に
ついて、静脈壁厚を取得できる。すなわち、動脈と判断された血管については、血管外径
（ＯＤ）が動脈外径（ＯＡＤ）となり、血管内径（ＩＤ）が動脈内径（ＩＡＤ）となる。
また、静脈と判断された血管については、血管外径（ＯＤ）が静脈外径（ＯＶＤ）となり
、血管内径（ＩＤ）が静脈内径（ＩＶＤ）となる。なお、血管情報が動脈外径である場合
には、血管情報取得部１２は、動脈外径のうち、大きい方から順に選択されたＮ個の値の
平均を血管情報としてもよい。また、血管情報が動脈壁厚である場合には、血管情報取得
部１２は、動脈壁厚のうち、大きい方から順に選択されたＮ個の値の平均を血管情報とし
てもよい。また、血管情報が静脈壁厚である場合には、血管情報取得部１２は、静脈壁厚
のうち、大きい方から順に選択されたＮ個の値の平均を血管情報としてもよい。
【００４４】
　なお、ここでは、血管情報取得部１２が動脈外径、動脈壁厚、静脈壁厚のすべてを算出
する場合について説明したが、そうでなくてもよい。血管情報は、それらの３個のうちの
いずれかの値であるため、血管情報取得部１２は、あらかじめ決められた値についてのみ
算出してもよい。
【００４５】
　また、ここでは、血管情報取得部１２が血管の幅を用いて動脈と静脈とを区別する場合
について説明したが、そうでなくてもよい。例えば、光干渉断層計で取得された断面像に
おいて、動脈壁は通常、静脈壁と比較して反射強度が高くなる（例えば、図３Ｃ参照）。
したがって、断面像における血管壁の反射強度を用いて、動脈と静脈とを区別してもよい
。
【００４６】
　また、血管情報取得部１２が血管情報を取得する方法は、上述の方法に限定されないこ
とは言うまでもない。結果として、網膜の垂直方向の断面像から網膜の垂直方向に関する
血管情報を取得することができるのであれば、上述した以外の方法が用いられてもよい。
血管断面は、図４で示されるような形状をしているため、血管情報取得部１２は、例えば
、パターンマッチングによって血管断面の領域を特定し、その特定した領域において、外
径や内径、幅を測定してもよい。
【００４７】
　次に、血管情報と年齢との関係について説明する。発明者らは、眼疾患のない５３人の
健康な被験者の５３個の被検眼について、光干渉断層計を用いて、網膜の垂直方向におけ
る、動脈内径、動脈外径、動脈壁厚、静脈内径、静脈外径、静脈壁厚をそれぞれ測定した
。その測定で用いた光干渉断層計は、ハイデルベルグエンジニアリング社のスペクトラリ
スＨＲＡ＋ＯＣＴである。また、光干渉断層計による断面像の取得は、視神経乳頭を中心
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とした半径１．７３（ｍｍ）のサークルスキャンによって行った。その測定による各測定
値は、各被験者について、大きい方から４個の値を選択し、その選択した４個の値の平均
である。その被験者に関する情報は、次の通りである。なお、±に続く数値は標準偏差で
ある。
　性別（女性／男性）：１８／３５
　年齢の幅（歳）：８～８０
　年齢の平均（歳）：５３．１±１８．５
　高血圧（＋／－）：２２／３１
　糖尿病（＋／－）：５／４８
　屈折誤差平均：－１．４２±１．８８
　ケラトメータの平均（ｍｍ）：７．６４±０．２７
　眼軸長の平均（ｍｍ）：２４．０±１．５
【００４８】
　上述の５３人の被験者の５３眼の測定結果を用いて、年齢と動脈内径等との関係を示す
グラフが、図６Ａ～図６Ｆである。なお、グラフ中のＲは、年齢と動脈内径等との相関係
数であり、Ｐは、相関係数のＰ値である。図６Ａ～図６Ｆから分かるように、動脈外径、
動脈壁厚、及び静脈壁厚については、年齢との相関がある。また、それらについては、Ｐ
値が０．０５未満であるため、統計的に有意であると考えられる。特に、動脈壁厚につい
ては、相関係数が０．８を超えており、年齢との高い相関を示すことが分かる。したがっ
て、本実施の形態による血管年齢出力装置１では、動脈外径、動脈壁厚、及び静脈壁厚の
うち、いずれかを血管情報として用いて、血管年齢を算出することにした。なお、記憶部
１４では、図６Ｂや、図６Ｃ、図６Ｆで示される直線のグラフを示す関数、すなわち、動
脈外径等を引数とする関数が記憶されていてもよい。
【００４９】
　次に、光干渉断層計によって取得した断面像から、網膜に垂直な方向の動脈壁厚等を測
定する場合における再現性について説明する。ここでは、（１）異なる撮影日間の再現性
、（２）異なる撮影者間の再現性、（３）異なる測定者間の再現性について級内相関係数
を用いて確認した。なお、撮影者とは、断面像を取得する者であり、測定者とは、断面像
から血管の外径や内径を測定する者である。また、級内相関係数は、各被験者について、
４個の動脈と４個の静脈とのうち、それぞれランダムに選択された１個の動脈と１個の静
脈とを用いて算出した。測定は、動脈・静脈のそれぞれについて、内径・外径について行
った。
【００５０】
　（１）異なる撮影日間の級内相関係数
　１８人の被験者について、同じ撮影者が、異なる日に撮影した断面像から同じ測定者が
測定した測定結果を用いて、級内相関係数を算出した。なお、両撮影日の間隔は、２週間
から３か月である。
　（２）異なる撮影者間の級内相関係数
　１５人の被験者について、異なる撮影者が、同じ日に撮影した断面像から同じ測定者が
測定した測定結果を用いて、級内相関係数を算出した。
　（３）異なる測定者間の級内相関係数
　５３人の被験者全員について、同じ撮影者が撮影した断面像から、異なる測定者が測定
した測定結果を用いて、級内相関係数を算出した。
【００５１】
　上記（１）～（３）の級内相関係数の結果は次の通りであった。
　　　　　　　　（１）　　　　（２）　　　　（３）
　動脈内径　　０．９４７　　０．９６４　　０．９８０
　静脈内径　　０．９７４　　０．９４６　　０．９６７
　動脈外径　　０．９３６　　０．９０４　　０．９５７
　静脈外径　　０．９５３　　０．９５８　　０．９６７
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【００５２】
　上記の結果から、級内相関係数はすべて０．９よりも大きく、高い相関があることが分
かる。したがって、光干渉断層計を用いた網膜の垂直方向の血管に関する測定は、再現性
が高く、十分信頼できることが確かめられた。
【００５３】
　次に、本実施の形態による血管年齢出力装置１の動作について、具体例を用いて説明す
る。この具体例において、血管情報は、動脈壁厚を示す値であるとする。具体的には、血
管情報は、動脈壁厚のうち、大きい方から４個の値を平均した値であるとする。また、画
像記憶部１１では、光干渉断層計を用いてサークルスキャンを行うことによって取得され
た被験者Ｕ００１の断面像「Ｐ００１．ｊｐｅｇ」が記憶されているものとする。また、
記憶部１４では、血管情報である動脈壁厚と、血管年齢との関係を示す次の関数が記憶さ
れているものとする。なお、Ａ，Ｂは、実験によって決められる値である。
　（血管年齢）＝Ａ×（動脈壁厚）＋Ｂ
【００５４】
　また、この具体例では、関数値算出部１９は、血管年齢と、実年齢とを引数とし、重症
度を示す次の関数が記憶されているものとする。なお、Ｃは、適宜、設定される値である
。また、重症度は、値が大きいほど、重症であることを示すものである。
　（重症度）＝Ｃ×｛（血管年齢）－（実年齢）｝
【００５５】
　まず、血管年齢を取得する旨の指示を血管年齢出力装置１が受け付けると、血管情報取
得部１２は、画像記憶部１１で記憶されている断面像「Ｐ００１．ｊｐｅｇ」を読み出し
、その断面像の網膜に垂直な方向の反射強度の変化が前述の条件１～３をみたすかどうか
をサークルスキャンの方向に沿って順次、判断することにより、血管の領域を特定する。
そして、血管情報取得部１２は、特定した血管の領域について、各血管壁厚を算出する。
また、血管情報取得部１２は、その血管壁厚のうち、大きい方から順に２個の壁厚を特定
し、小さい方から順に２個の壁厚を特定して、それらの平均値を算出する。その後、血管
情報取得部１２は、その平均値よりも壁厚の大きい血管である動脈について、大きい方か
ら順に４個の壁厚を特定し、その特定した４個の壁厚の平均値「Ｄ１」である血管情報を
算出して、血管情報受付部１３に渡す（ステップＳ１０１）。血管情報受付部１３は、そ
の血管情報「Ｄ１」を受け取ると、それを取得部１５に渡す（ステップＳ１０２）。取得
部１５は、その血管情報「Ｄ１」を受け取ると、記憶部１４から上述の関数を読み出して
Ａ×Ｄ１＋Ｂを算出し、その算出結果である血管年齢「ＢＶＡ」を血管年齢出力部１６に
渡す（ステップＳ１０３）。その血管年齢「ＢＶＡ」は、血管年齢出力部１６によって、
血管年齢記憶部１７に蓄積される（ステップＳ１０４）。
【００５６】
　その後、血管年齢出力装置１は、被験者Ｕ００１の実年齢の入力を促す表示を図示しな
いモニタを用いて行う。その表示に応じて、血管年齢出力装置１の操作者がテンキーを用
いて被験者Ｕ００１の実年齢「ＲＡ」を入力すると、その実年齢「ＲＡ」は、実年齢受付
部１８で受け付けられ、関数値算出部１９に渡される（ステップＳ１０５）。関数値算出
部１９は、その実年齢「ＲＡ」を受け取ると、血管年齢記憶部１７で記憶されている血管
年齢「ＢＶＡ」を読み出してＣ×（ＢＶＡ－ＲＡ）を算出し、その算出結果である重症度
「ＳＤ」を関数値出力部２０に渡す（ステップＳ１０６）。関数値出力部２０は、重症度
「ＳＤ」を受け取ると、その重症度を血管年齢出力装置１の図示しないモニタに表示する
（ステップＳ１０７）。その結果、血管年齢出力装置１の操作者は、血管情報から得られ
た被験者Ｕ００１に関する疾病等の重症度を知ることができる。
【００５７】
　なお、この具体例では、実年齢がテンキーによって入力される場合について説明したが
、実年齢は、あらかじめ図示しない記録媒体で記憶されている被験者のデータベース等か
ら読み出されてもよいことは言うまでもない。
【００５８】
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　また、画像記憶部１１において２以上の断面像が記憶されている場合には、選択された
断面像について、血管情報の取得が行われるようにしてもよい。その選択は、例えば、操
作者によって手動で行われてもよく、あるいは、あらかじめ被験者のＩＤと対応づけられ
て断面像が記憶されており、操作者等によって入力された被験者のＩＤに対応する断面像
が自動的に選択されてもよい。
【００５９】
　以上のように、本実施の形態による血管年齢出力装置１によれば、網膜に垂直な方向の
動脈外径や動脈壁厚、静脈壁厚である血管情報を用いて、血管年齢を出力することができ
る。また、その血管年齢と、実年齢との乖離の程度を示す関数値を算出し、出力すること
によって、両年齢の乖離の程度を知ることができ、被験者の健康の程度を推察することが
できるようになる。また、血管年齢の算出を非侵襲的に行うことができるため、被験者の
負担が軽いというメリットもある。また、従来、眼底カメラによって撮影された眼底画像
も種々の診断等において用いられているが、眼底画像の場合には、動脈のカラーコントラ
ストが低くなることもあり、その結果、網膜に平行な方向の血管径を測定することが困難
なこともあった。特に、年齢の増加と共に、動脈壁がより白っぽくなるため、そのことが
より顕著になる。一方、光干渉断層計を用いて取得した断面像の場合には、動脈壁の方が
静脈壁よりもより反射強度が高いため、血管の境界を検知することはより容易である。
【００６０】
　なお、本実施の形態では、光干渉断層計によって取得された断面像から自動的に血管情
報を取得する場合について説明したが、そうでなくてもよい。その断面像から手動で取得
された血管情報を用いて、血管年齢の取得等が行われてもよい。その場合には、血管年齢
出力装置１は、画像記憶部１１や血管情報取得部１２を備えていなくてもよい。また、そ
の場合には、血管情報受付部１３は、例えば、入力デバイス（例えば、キーボードやマウ
ス、タッチパネルなど）から入力された血管情報を受け付けてもよく、有線もしくは無線
の通信回線を介して送信された血管情報を受信してもよく、所定の記録媒体（例えば、光
ディスクや磁気ディスク、半導体メモリなど）から読み出された血管情報を受け付けても
よい。なお、血管情報受付部１３は、受け付けを行うためのデバイス（例えば、モデムや
ネットワークカードなど）を含んでもよく、あるいは含まなくてもよい。また、血管情報
受付部１３は、ハードウェアによって実現されてもよく、あるいは所定のデバイスを駆動
するドライバ等のソフトウェアによって実現されてもよい。
【００６１】
　また、本実施の形態では、血管情報受付部１３が、光干渉断層計を用いて測定された血
管情報を受け付ける場合について説明したが、そうでなくてもよい。光干渉断層計以外を
用いて、網膜の垂直方向の動脈外径や動脈壁厚、静脈壁厚等を測定できる場合には、その
測定結果である血管情報を血管情報受付部１３が受け付けてもよい。
【００６２】
　また、本実施の形態では、血管年齢と実年齢とを用いて、両年齢の乖離の程度を示す関
数値を算出する場合について説明したが、そうでなくてもよい。その関数値の算出を行わ
ない場合には、血管年齢出力装置１は、実年齢受付部１８や関数値算出部１９、関数値出
力部２０を備えていなくてもよい。その場合には、血管年齢出力部１６は、血管年齢を表
示したり、送信したり、音声出力したり、プリントしたりするものであってもよい。
【００６３】
　また、上記実施の形態では、血管年齢出力装置１がスタンドアロンである場合について
説明したが、血管年齢出力装置１は、スタンドアロンの装置であってもよく、サーバ・ク
ライアントシステムにおけるサーバ装置であってもよい。後者の場合には、出力部や受付
部は、通信回線を介して入力を受け付けたり、情報を出力したりしてもよい。
【００６４】
　また、上記実施の形態において、各処理または各機能は、単一の装置または単一のシス
テムによって集中処理されることによって実現されてもよく、あるいは、複数の装置また
は複数のシステムによって分散処理されることによって実現されてもよい。
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【００６５】
　また、上記実施の形態において、各構成要素間で行われる情報の受け渡しは、例えば、
その情報の受け渡しを行う２個の構成要素が物理的に異なるものである場合には、一方の
構成要素による情報の出力と、他方の構成要素による情報の受け付けとによって行われて
もよく、あるいは、その情報の受け渡しを行う２個の構成要素が物理的に同じものである
場合には、一方の構成要素に対応する処理のフェーズから、他方の構成要素に対応する処
理のフェーズに移ることによって行われてもよい。
【００６６】
　また、上記実施の形態において、各構成要素が実行する処理に関係する情報、例えば、
各構成要素が受け付けたり、取得したり、選択したり、生成したり、送信したり、受信し
たりした情報や、各構成要素が処理で用いるしきい値や関数、アドレス等の情報等は、上
記説明で明記していない場合であっても、図示しない記録媒体において、一時的に、ある
いは長期にわたって保持されていてもよい。また、その図示しない記録媒体への情報の蓄
積を、各構成要素、あるいは、図示しない蓄積部が行ってもよい。また、その図示しない
記録媒体からの情報の読み出しを、各構成要素、あるいは、図示しない読み出し部が行っ
てもよい。
【００６７】
　また、上記実施の形態において、各構成要素等で用いられる情報、例えば、各構成要素
が処理で用いるしきい値やアドレス、各種の設定値、パラメータ等の情報がユーザによっ
て変更されてもよい場合には、上記説明で明記していない場合であっても、ユーザが適宜
、それらの情報を変更できるようにしてもよく、あるいは、そうでなくてもよい。それら
の情報をユーザが変更可能な場合には、その変更は、例えば、ユーザからの変更指示を受
け付ける図示しない受付部と、その変更指示に応じて情報を変更する図示しない変更部と
によって実現されてもよい。その図示しない受付部による変更指示の受け付けは、例えば
、入力デバイスからの受け付けでもよく、通信回線を介して送信された情報の受信でもよ
く、所定の記録媒体から読み出された情報の受け付けでもよい。
【００６８】
　また、上記実施の形態において、血管年齢出力装置１に含まれる２以上の構成要素が通
信デバイスや入力デバイス等を有する場合に、２以上の構成要素が物理的に単一のデバイ
スを有してもよく、あるいは、別々のデバイスを有してもよい。
【００６９】
　また、上記実施の形態において、各構成要素は専用のハードウェアにより構成されても
よく、あるいは、ソフトウェアにより実現可能な構成要素については、プログラムを実行
することによって実現されてもよい。例えば、ハードディスクや半導体メモリ等の記録媒
体に記録されたソフトウェア・プログラムをＣＰＵ等のプログラム実行部が読み出して実
行することによって、各構成要素が実現され得る。その実行時に、プログラム実行部は、
記憶部や記録媒体にアクセスしながらプログラムを実行してもよい。なお、上記実施の形
態における血管年齢出力装置１を実現するソフトウェアは、以下のようなプログラムであ
る。つまり、このプログラムは、網膜の垂直方向の動脈外径、網膜の垂直方向の動脈壁厚
、及び網膜の垂直方向の静脈壁厚のいずれかの値である血管情報と、年齢との関係を示す
血管年齢関係情報が記憶される記憶部にアクセス可能なコンピュータを、血管情報を受け
付ける血管情報受付部、記憶部で記憶されている血管年齢関係情報を用いて、血管情報受
付部が受け付けた血管情報に応じた年齢である血管年齢を取得する取得部、取得部が取得
した血管年齢を出力する血管年齢出力部として機能させるためのプログラムである。
【００７０】
　なお、上記プログラムにおいて、上記プログラムが実現する機能には、ハードウェアで
しか実現できない機能は含まれない。例えば、情報を受け付ける受付部や、情報を取得す
る取得部、情報を出力する出力部などにおけるモデムやインターフェースカードなどのハ
ードウェアでしか実現できない機能は、上記プログラムが実現する機能には少なくとも含
まれない。
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【００７１】
　また、このプログラムは、サーバなどからダウンロードされることによって実行されて
もよく、所定の記録媒体（例えば、ＣＤ－ＲＯＭなどの光ディスクや磁気ディスク、半導
体メモリなど）に記録されたプログラムが読み出されることによって実行されてもよい。
また、このプログラムは、プログラムプロダクトを構成するプログラムとして用いられて
もよい。
【００７２】
　また、このプログラムを実行するコンピュータは、単数であってもよく、複数であって
もよい。すなわち、集中処理を行ってもよく、あるいは分散処理を行ってもよい。
【００７３】
　図７は、上記プログラムを実行して、上記実施の形態による血管年齢出力装置１を実現
するコンピュータの外観の一例を示す模式図である。上記実施の形態は、コンピュータハ
ードウェア及びその上で実行されるコンピュータプログラムによって実現されうる。
【００７４】
　図７において、コンピュータシステム９００は、ＣＤ－ＲＯＭドライブ９０５、ＦＤ（
Ｆｌｏｐｐｙ（登録商標）　Ｄｉｓｋ）ドライブ９０６を含むコンピュータ９０１と、キ
ーボード９０２と、マウス９０３と、モニタ９０４とを備える。
【００７５】
　図８は、コンピュータシステム９００の内部構成を示す図である。図８において、コン
ピュータ９０１は、ＣＤ－ＲＯＭドライブ９０５、ＦＤドライブ９０６に加えて、ＭＰＵ
（Ｍｉｃｒｏ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔ）９１１と、ブートアッププログラム等
のプログラムを記憶するためのＲＯＭ９１２と、ＭＰＵ９１１に接続され、アプリケーシ
ョンプログラムの命令を一時的に記憶すると共に、一時記憶空間を提供するＲＡＭ９１３
と、アプリケーションプログラム、システムプログラム、及びデータを記憶するハードデ
ィスク９１４と、ＭＰＵ９１１、ＲＯＭ９１２等を相互に接続するバス９１５とを備える
。なお、コンピュータ９０１は、ＬＡＮやＷＡＮ等への接続を提供する図示しないネット
ワークカードを含んでいてもよい。
【００７６】
　コンピュータシステム９００に、上記実施の形態による血管年齢出力装置１の機能を実
行させるプログラムは、ＣＤ－ＲＯＭ９２１、またはＦＤ９２２に記憶されて、ＣＤ－Ｒ
ＯＭドライブ９０５、またはＦＤドライブ９０６に挿入され、ハードディスク９１４に転
送されてもよい。これに代えて、そのプログラムは、図示しないネットワークを介してコ
ンピュータ９０１に送信され、ハードディスク９１４に記憶されてもよい。プログラムは
実行の際にＲＡＭ９１３にロードされる。なお、プログラムは、ＣＤ－ＲＯＭ９２１やＦ
Ｄ９２２、またはネットワークから直接、ロードされてもよい。
【００７７】
　プログラムは、コンピュータ９０１に、上記実施の形態による血管年齢出力装置１の機
能を実行させるオペレーティングシステム（ＯＳ）、またはサードパーティプログラム等
を必ずしも含んでいなくてもよい。プログラムは、制御された態様で適切な機能（モジュ
ール）を呼び出し、所望の結果が得られるようにする命令の部分のみを含んでいてもよい
。コンピュータシステム９００がどのように動作するのかについては周知であり、詳細な
説明は省略する。
【００７８】
　また、本発明は、以上の実施の形態に限定されることなく、種々の変更が可能であり、
それらも本発明の範囲内に包含されるものであることは言うまでもない。
【産業上の利用可能性】
【００７９】
　以上より、本発明による血管年齢出力装置等によれば、網膜の垂直方向の血管に関する
情報を用いて被験者の血管年齢が得られるという効果が得られ、血管年齢を出力する装置
等として有用である。
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【符号の説明】
【００８０】
　１　血管年齢出力装置
　１１　画像記憶部
　１２　血管情報取得部
　１３　血管情報受付部
　１４　記憶部
　１５　取得部
　１６　血管年齢出力部
　１７　血管年齢記憶部
　１８　実年齢受付部
　１９　関数値算出部
　２０　関数値出力部

【図１】 【図２】
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